
　 行政改革　実施計画

4 5 6 7 区分 内容

（１）行政サー
ビスの向上

〇行政手続きにおけ
る書面、押印の見直
し

1
総務課

関係各課

総務係

関係各係
新規

・各種申請書等の押印の廃止を
基本とした見直し
・公文書への公印押印の廃止を
基本とした見直し
・インターネットを活用した手
続きの導入

・行政手続きにおける住民の負
担軽減と利便性の向上が図られ
る。
・行政事務のスピード化と効率
化及び書類の削減が図られる。

実施 → → → 実施

・R3年度に実施した各種申
請書の押印廃止について、
再度調整を実施した。
・議案については、完全に
データ化し、ペーパーレス
につながっている。
・行政事務の効率化及び
ペーパーレス化による経費
削減を目指し、オンライン
申請システムを継続する。

〇システムを活用し
た各種証明書等の交
付

2
税務住民課

企画政策課

戸籍住民係

情報係
新規

・住民票等のコンビニ交付
・システムを活用した、各種証
明書の窓口交付

・365日24時間の証明書交付実
施により利便性が高まる。
・窓口での業務削減につなが
り、他のサービスや業務に取り
組むことができる。

検討 実施 → →

住民基本台帳
システム標準
化と併せて実
施

実施

・住民サービスの向上及び
業務の効率化を目指し、コ
ンビニ交付システムを導
入。さらに窓口にマイナン
バーカードを利用したらく
らく窓口を設置。また、オ
ンラインで事前申請ができ
るサイバー窓口を導入。

○公金等収納方法等
の拡充

3

会計課
税務住民課

関係各課

会計係
戸籍住民係
課税係
徴収係
関係各係

新規

・町税・使用料、各種手数料等
の支払いにおけるキャッシュレ
ス決済（クレジットカード、電
子マネー、QRコード決済、
POSレジ等）の導入に向けた調
査、研究、検討
・導入にあたっては、キャッ
シュレス決済ができない住民を
配慮する

・住民サービスの向上と窓口業
務の効率化を図ることができ
る。
・新しい生活様式への対応
・人為的な入金、釣銭ミスの解
消や会計処理事務の簡素化

検討 実施 → →

公金等のコン
ビニ収納の実
現についても
並行して検討

POS(Point
of sale)販売
時点情報管理

実施

・住民サービスの向上及び
業務の効率化、公金の適正
な取り扱いのため、セルフ
レジを導入。併せて支払い
の多様化に対応したキャッ
シュレス決済を導入。

〇地籍調査窓口業務
の分散

4 農林振興課 地籍調査係 新規
・各支所で地籍調査成果の提供
を行う。

・各支所での閲覧や交付等が可
能になり、住民サービスの向上
になる。

実施 → → → 実施

・住民サービス向上のた
め、各支所において地籍調
査成果の提供を実施してい
る。

令和５年度実施状況

１　行政運営の効率化による効果的な行政サービス提供の推進

具体的な取組内容・目標
取組により見込まれる

具体的な効果

実施時期・目標年度
備考

行政改革推進の
重点事項

取組項目 No 所管課 所管係 区分

1



4 5 6 7 区分 内容

令和５年度実施状況
具体的な取組内容・目標

取組により見込まれる
具体的な効果

実施時期・目標年度
備考

行政改革推進の
重点事項

取組項目 No 所管課 所管係 区分

（２）自治体
DXの推進

○情報システムの標
準、共通化

5

企画政策課
税務住民課

総務課

健康ほけん課

福祉課

学校教育課

情報係
戸籍住民係
課税係
徴収係
総務係
人事給与係
財政係
国保年金係
健康づくり係
福祉係
高齢者支援係
介護保険係
学校教育係

新規

・国が示す基幹系業務システム
（20業務）及び付随する業務シ
ステムについて、令和3年度よ
り、業務プロセス・帳票・制度
の見直しや標準仕様書の分析、
システム要件の整理等に取り組
み、令和5年度までにシステムの
導入方針及び仕様を決定する。
・令和６年度から令和7年度にか
け、国が提供する共通基盤（ガ
バメントクラウド）への移行を
完了し、標準準拠システムによ
る運用を開始する。

・国が提供する共通基盤を利用
するため、維持管理や制度改正
に伴う改修対応、セキュリティ
対策等に係る業務負担や経費を
削減することができる。
・町の実情に応じて、柔軟にシ
ステム提供事業者を選定するこ
とが可能となる（ベンダーロッ
クの解消やコスト抑制）。
・業務ごと若しくは他機関との
システム・データ連携が図れる
ため、行政手続きのオンライン
化・事務の効率化が実現可能と
なる。

準備 → → 実施

ベンダーロッ
ク：特定の企
業に依存せざ
るを得ない状
態

検討・準備

・令和７年度の基幹系シス
テム標準化・共通化を目指
し準備中。ベンダーの選定
については、RFPによる選
定を令和６年度に実施予
定。

〇マイナンバーカー
ドの普及促進

6
企画政策課
総務課
税務住民課

情報係
総務係
戸籍住民係

新規

・ほとんどの住民がマイナン
バーカードを保有することを目
指し、全庁をあげて普及促進の
取組を実施する。
・令和4年度末における本町の取
得率が県平均を上回ることを目
指す。

・ほとんどの住民がマイナン
バーカードを保有することで、
オンライン申請などデジタル社
会を推進することが可能にな
り、申請内容の審査、システム
への入力等の作業を迅速化又は
省力化することが可能となる。

実施 → → → 実施

・マイナンバーカードの普
及率については、ほぼ全国
平均の数値である。更なる
普及促進を図るために、マ
イナンバーカードの利用促
進について検討予定。
山都町保有枚数率　74.36％
全国保有枚数率　　73.26％
熊本県保有枚数率　75.66％
（R6.2.29現在）

○行政手続きのオン
ライン化

7

企画政策課
総務課
健康ほけん課

福祉課

学校教育課
税務住民課

生涯学習課

情報係
総務係
国保年金係
健康づくり係
福祉係
高齢者支援係
学校教育係
課税係
徴収係
生涯学習係

新規

・町民の利便性の向上や業務の
円滑化・効率化の効果が見込ま
れる子育てや介護などの26手続
きについて、マイナンバーカー
ドを用いたオンライン申請が可
能となるよう、システム改修に
取り組む。
・それ以外の行政手続きについ
ても、積極的にオンライン化を
進める。
・既存のオンライン手続き（施
設予約や税申告（eLTAX））の
活用活性化にも取り組む。

・町民は来庁せずとも、システ
ムによる申請・入力だけで、複
数の行政サービスの手続きを進
めることが可能となる（町民の
利便性の向上）。
・手続き未完了者の捕捉や申請
内容の審査、システムへの入力
等の作業を迅速化又は省力化す
ることが可能となる（業務効率
化・行政サービス提供の迅速
化）。

実施 → → →

eLTAX：イ
ンターネット
利用による地
方税システム

実施

・住民サービスの向上と業
務の効率化に向けて、オン
ライン事前申請システム
「サイバー窓口」を導入。
・各部署においてオンライ
ン申請を実施中であるが、
利用拡大に向けた協議を継
続中。
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4 5 6 7 区分 内容

令和５年度実施状況
具体的な取組内容・目標

取組により見込まれる
具体的な効果

実施時期・目標年度
備考

行政改革推進の
重点事項

取組項目 No 所管課 所管係 区分

○ RPA、AI-OCR等
の利用促進

8 企画政策課 情報係 新規
・AI－OCRやRPA等の業務効率
化に資するＩＣＴの導入促進

・紙媒体の印刷や配布、データ
入力や集計等の作業が削減さ
れ、他の行政サービスの企画立
案や重点業務に注力することが
可能となる。

準備 → → 実施

AI-OCR：人
工知能技術を
取り入れた光
学式文字読取
機能
PRA：ソフ
トウエアロ
ボットによる
業務の自動化

検討・準備

・令和７年度の導入に向
け、展示会への参加など情
報収集を実施した。また、
効果的な導入に向け、令和
6年度に業務量調査及び
BPRを実施予定。

○システム導入によ
る業務効率化

9
総務課

企画政策課

総務係
人事給与係
情報係

新規
・電子決裁や文書管理システ
ム、勤怠管理システム等の導入
によるペーパレス化の実現

・紙媒体の印刷や配布、データ
入力や集計等の作業が削減さ
れ、他の行政サービスの企画立
案や重点業務に注力することが
可能となる。

準備 → → 実施 検討・準備

・電子決裁および文書管理
システムの導入に向け、デ
モを確認するなど情報収集
を図り、令和6年度導入に
向け検討した。
・勤怠管理システムについ
ては令和4年度に本格導入
済み。

〇テレワークの推進
10

総務課

企画政策課

人事給与係

情報係
新規

・テレビ会議やテレワークの推
進による職員の多様な働き方の
実現
・本町、支所間をリモート活用
による業務へ推進し、効率化を
図る。

・庁舎外でも業務を実施するこ
とが可能となり、移動時間の短
縮や、業務生産性の向上が見込
まれる。
・ワークライフバランス（仕事
と暮らしの調和）の向上が見込
まれる。

実施 → → →

テレワーク：
情報通信技術
を活用した時
間や場所にと
らわれない働
き方

実施

・テレワークシステムを引
き続き導入し、会議室にモ
ニターを設置、さらにオン
ライン会議用のコンパクト
ブースを設置するなど環境
を整備した。
・研修の際には、テレワー
クシステムによる受講を可
能とした。
・多様な働き方を実現する
ため、規程に基づいて在宅
勤務を可能とした。

○セキュリティー対
策の徹底

11
企画政策課 情報係

新規

・急速なデジタル技術の進歩に
よる、求められるセキュリティ
対策の実施
・セキュリティポリシーの随時
見直し

・住民の個人情報や企業の経営
情報などの重要情報の保護
・急速なデジタル社会に速やか
に順応することが可能となる。

準備 → → 実施 実施

・令和6年度のセキュリ
ティポリシーの改定に向け
た国の動向などの情報収集
に努めた。

（１）行政組織
の効果的な運営 〇機動力のある組織

体制の構築
12 総務課 総務係 継続

・行政ニーズに対応した柔軟な
組織改編
・課と係の設置とその業務及び
支所の業務の見直し

・変化する行政課題に対応した
組織にする。

実施 → → → 検討・準備
・令和7年度機構改革に向
け、窓口改革や業務効率化
を推進する。

２　職員の適確な配置と人材育成の推進
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4 5 6 7 区分 内容

令和５年度実施状況
具体的な取組内容・目標

取組により見込まれる
具体的な効果

実施時期・目標年度
備考

行政改革推進の
重点事項

取組項目 No 所管課 所管係 区分

〇小中学校の教育環
境の充実と学校規模
の適正化

13 学校教育課 学校教育係 継続

山都町学校規模適正化検討委員
会の結果を受け「山都町学校規
模適正化基本方針」を策定、方
針に基づき学校の再編、教育環
境の整備を実施

・適正規模の児童・生徒数によ
る学校・学級運営が可能となる
ことで、学校の活性化が図られ
るとともに、複式学級の解消等
による義務教育水準の向上が図
られる。

実施 → → → 実施

・「清和地区義務教育学校
基本構想・基本計画」を策
定し、義務教育学校の設立
に向けた準備委員会を実施
中。

〇公立保育園のあり
方検討

14 福祉課 福祉係 新規
園児数の推移や統合に伴う影響
等を子ども子育て会議等におい
て検討していく。

・公立園と私立園等の役割を見
直し、本町にあった保育サービ
ス体制の構築に向けた議論が活
性化する。

検討 → → →

令和6年度子
ども子育て支
援事業計画見
直し

実施

・山都町公立保育園のあり
方検討委員会を４回実施
し、山都町公立保育園再編
計画を策定。

〇地域包括支援セン
ターの業務委託

15 福祉課 高齢者支援係 新規

・広域で高齢化が進む本町にお
いて業務委託のメリット・デメ
リットを検証し、専門職の人員
確保も含めた検討を行う。

・高齢者が安心して暮らせるた
めの地域包括ケアサービスの充
実が期待できる。

検討 → → →

令和5年度高
齢者福祉計
画・介護保険
計画見直し

未着手

・町内事業所は、人員不足
等により事業継続が困難と
なっているため、現時点で
受託可能な事業所の検討に
至っていない。

（２）適確な人
材の確保と育成

○多様な人材の確保 16 総務課 人事給与係 継続

・社会環境の変化に応じ柔軟に
人員確保を行う。
・行政ニーズの高度化・多様化
に対応していくため、採用試験
の方法や時期及び年齢制限等の
見直しを行いながら、多様な人
材の確保に努める。

・限られた人員で効率的な行政
運営ができる。
・即戦力として民間経験者を採
用し、その知見を行政サービス
に活かすことができる。

実施 → → → 実施
・採用試験での年齢制限を
見直し、多様な人材の確保
に努めた。

○人材育成基本方針
の改定

17 総務課 人事給与係 継続

・平成18年に策定した人材育成
基本方針について、時代に即し
た人材育成制度とするため、目
指す職員像や求められる役割と
能力の再検証を踏まえ、改定す
る。

・職員一人一人が、人材育成指
針を理解し、「求められる職員
像」を再認識することにより、
職員研修や人事評価制度のより
効果的な運用につながる。

見直
し

実施 → → 検討・準備

・人事評価制度による人材
育成や自治体DXの推進に必
要な資質など求められる職
員像について検討を行った
が、方針の改定には至って
いない。

○職員研修の充実 18 総務課 人事給与係 継続

・現行の職員研修の目的・効果
等を踏まえた見直しを行いなが
ら、階層別研修や、eラーニン
グ、オンライン研修などの新た
な研修スタイルを充実させる。

・手上げ制から、階層ごとに指
定する研修に参加する仕組みを
作ることにより、職員全体の資
質向上につながる。
・オンライン研修、eラーニング
の活用により、移動時間が削減
でき、誰でも研修を受ける機会
ができる。

実施 → → → 実施

・オンラインによる研修を
可能とし、研修を受ける機
会の確保に努めた。
・研修の内容ごとに対象者
（階層）の見直しを実施
し、受講を促した。
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4 5 6 7 区分 内容

令和５年度実施状況
具体的な取組内容・目標

取組により見込まれる
具体的な効果

実施時期・目標年度
備考

行政改革推進の
重点事項

取組項目 No 所管課 所管係 区分

〇職員提案制度の活
用促進

19 総務課 総務係 継続

職員提案制度の継続
・募集案件の見直し
・審査方法（審査意識）見直し
・提案者の人事評価への反映
（能力評価に係る評価着眼点
（ポイント）への採用）

・職員提案制度の活用促進
・実業務への反映に伴う、業務
改善
・全庁的な業務改善

実施 → → → 実施

・提案があったものについ
て随時審査を実施した。次
年度に向け、分かり易い評
価基準を検討する。

（１）公有財産
の適切な管理

〇公共施設等の総合
的な管理

20 総務課 監理係 新規

・山都町公共施設等総合管理計
画に基づき、更新・統廃合・長
寿命化など町が所有する全ての
公共施設等の管理に関する基本
的な考え方を示し、下位計画で
ある公共施設等個別施設計画等
に基づき更新・改修・除却等を
計画的に実施。

・維持管理コストの縮減、平準
化
・適正な施設規模への見直し
・施設の安全性や耐震性の確保

実施 → → → 実施

・山都町公共施設等総合管
理計画及び山都町公共施設
等個別施設計画に沿って、
関係課において管理する施
設の更新・改修・除却等を
実施している。

○廃校施設の活用又
は処分

21 学校教育課 学校教育係 継続
・老朽化施設の処分を含めた活
用方針の決定（目標１件）

・住民のニーズに合った施設の
効率的な活用を図ることができ
る。

検討 → → 実施 廃校施設 検討・準備
・経費、住民ニーズを考慮
した効果的な活用方法につ
いて検討中。

○観光施設の存続・
廃止方針の決定

22 商工観光課 商工観光係 継続
・利活用が低調な施設につい
て、存続・廃止方針を決定

・維持修理費の軽減と管理面の
負担軽減を図る。

実施 → → → 実施

・指定管理者の事業停止に
伴い、１施設を民間への譲
渡を行った。他施設につい
ては随時検討を行う。

（２）財源の確
保

〇徴収事務の効率化 23 税務住民課 徴収係 新規
・町税の滞納整理事務の本庁一
括化

・徴収事務の均一化と効率化が
図られる。

実施 → → → 実施

・納税相談や滞納処分につ
いてすべて税務住民課徴収
係で対応している。支所に
ついては収納窓口のみと
なっているが、滞納者の収
納情報の提供等について連
携を強化している。

○町有未利用地の売
却推進

24 総務課 監理係 継続

・未利用財産のリストアップを
実施し、処分の検討をして利用
見込みのない財産は順次売却す
る。

・未利用財産の有効活用が図ら
れる。
・維持管理負担の削減

検討 → → 実施 検討・準備

・未利用財産のリストアッ
プはできていないが、土地
（旧屠場跡地）の売払一般
競争入札の手続きを実施
中。

３　財政運営の健全化の推進
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4 5 6 7 区分 内容

令和５年度実施状況
具体的な取組内容・目標

取組により見込まれる
具体的な効果

実施時期・目標年度
備考

行政改革推進の
重点事項

取組項目 No 所管課 所管係 区分

〇普通財産貸付料の
見直し

25 総務課 監理係 継続
・普通財産貸付料の改定並びに
算定基礎の統一化

・普通財産貸付料の適正化を図
り不均衡を解消する。

検討 → → 実施 検討・準備

・普通財産貸付料の算定基
礎については、監理係が用
いる算定基礎を周知し統一
していくとともに、貸付料
の改定については周辺自治
体の状況を把握しながら、
改定の必要性も踏まえ検討
を進めている。

○一般廃棄物処理手
数料の見直し

26 環境水道課 環境衛生係 継続

・令和７年度からの熊本市での
可燃ごみ受け入れ開始に合わ
せ、ゴミ持ち込み手数料とゴミ
袋代金の見直しを行う。

・共同処理により施設の維持管
理費が抑えられる。

検討 → → 実施 検討・準備

・熊本市へごみ処理委託を
行う郡内で手数料改定につ
いて情報を共有。令和６年
度に改定予定。

○観光施設使用料の
見直し

27 商工観光課 商工観光係 継続

・観光施設使用料の改定
　令和３年度　４施設
　令和６年度　７施設

・受益者負担の適正化を図る。 検討 実施 検討・準備

・指定管理者選定に合わせ
て、使用料の改定を行っ
た。条例の改正は今後検討
する。

○体育施設使用料の
見直し

28 生涯学習課 生涯学習係 継続
・体育館使用料の改定
・減免規定の適正な運用

・受益者負担の適正化を図る。 検討 → 実施 → 検討・準備

・各団体との調整に時間を
要する。実施時期も今後検
討する（最長でも令和９年
度からは実施する）。

〇ふるさと納税制度
の推進

29
山の都創造課

企画政策課

山の都づくり
推進室
企画係

新規
・ふるさと納税制度の推進
・企業版ふるさと納税制度の推
進

・自主財源の確保
・企業版ふるさと納税によるプ
ロジェクト事業の推進

実施 → → → 実施

・令和５年７月から一括代
行業者を変更し、返礼品の
見直し等を行い、寄付額増
額の取組を実施した。
・企業版ふるさと納税寄附
金の獲得に向け、事業ＰＲ
など企業への働きかけを強
化した。

（３）地方公営
企業等の経営健
全化

○病院事業の経営健
全化

30 そよう病院 事務部 継続
・新公立病院改革ガイドライン
の改定に基づき、そよう病院新
改革プランを策定し公表

・そよう病院の中長期経営計画
の策定により、健全かつ安定的
な経営を図る。

実施 → → → 実施

・令和6年2月、そよう病院
新改革プラン（案）を策定
（熊本県市町村課へ提出、
確認中）

○水道事業の経営健
全化

31 環境水道課 水道係 継続

・水道ビジョン（経営戦略）及
び水道施設更新計画に基づき、
水需要に合う施設整備、水道料
金改定等を実施する。

・施設整備を実施することで耐
震化、維持管理費等の削減及び
安心安全な水の確保を図り、計
画的な料金改定（5年毎の見直
し）を実施することで財政基盤
の強化を図る。

実施 → → 検討 実施

・交付金を活用し、旧上水
道更新工事を推進、菅尾・
東竹原の更新工事を継続。
・令和6年度からの上水道
と簡易水道の会計統合に向
け、簡易水道の資産調査等
を実施。
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4 5 6 7 区分 内容

令和５年度実施状況
具体的な取組内容・目標
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実施時期・目標年度
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○水道事業の広域連
携の推進と官民連携
手法の検討

32 環境水道課 水道係 新規

・熊本中枢都市圏における広域
連携を推進する。
・維持管理や更新･耐震化におけ
る効率化を図るため官民連携に
よる新たな手法について検討す
る。

・広域的な事務の連携や官民連
携による手法を導入すること
で、水道事業の経営健全化を図
る。

検討 → → 実施 検討・準備

・熊本県水道広域化推進プ
ランに基づき、熊本中央地
域協議会で事務の広域的処
理等について課題抽出を行
う。

○第三セクターの抜
本的見直し

33
企画政策課

商工観光課

企画係

商工観光係
新規

・町関与のあり方見直し
・債務超過となっている第三セ
クターの存続・廃止方針の決定

・町財政の負担増加を防ぐ。 検討 実施 → → 実施

・債務超過が続いていた１
法人について廃止を決定し
た。他の法人についても指
導監督を継続するとともに
町関与の在り方について検
討を行う。
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